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自治会の皆さまへ
自治会等活動費総合補助金
（ＩＣＴ活用分）

デジタル化で自治会役員の負担を軽減しましょう！



自治会活動を応援します！








自治会事務の












本事業は、自治会による情報伝達のオンライン化を推進し、紙媒体の文書の配布や回覧による新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するとともに、住民同士の活発な情報交換を促し、地域の活性化を図ることを目的とした事業です。



補助率　　　　　　２/３
補助上限額　　　５万円
（千円未満は切捨て）





デジタル化で自治会に様々なメリットが！




紙を使用しないので
印刷代の削減に！





[image: ]場所や時間を問わず情報確認が可能！












若者の地域活動
参加のきっかけに！


緊急時にすぐ
情報伝達が可能！







ＩＣＴとは、パソコンや携帯電話などの通信技術を活用し、インターネット上で人同士がコミュニケーションを行うことを意味するものです。

お問い合わせ先：一関市役所まちづくり推進課地域コミュニティ係　電話：0191-21-8671

①システム導入に係る経費
情報発信ソフトウェアのセットアップや専用サーバーの構築などのため、初期費用としてシステム提供業者に支払う経費
②システム運用に係る経費
システムの保守管理などのため、利用料金としてシステム提供業者に定期的に支払う経費

■千葉県我孫子 (あびこ)市並木７丁目自治会の取組
例年、紙媒体で回覧している資料をデータ化し、クラウドサービス（インターネット上のデータ保管庫）に保存して、自治会役員内で情報共有を行い、そのクラウド上のデータをＬＩＮＥで会員に配信している。
これにより、会員は、自分のパソコンやスマートフォンでいつでもどこでも情報を閲覧することができている。
■福島県郡山 (こおりやま)市緑ヶ丘地区内町内会連合会の取組
町内会独自のホームページを作成し、会員がサイトを閲覧することで、回覧文書や町内会広報を確認できている。
　問い合わせも可能となっており、地区民の相談にも対応している。
■石川県野々市 (ののいち)市丸木町会の取組
スマホアプリを活用し、行事案内や緊急連絡を会員が同時に知ることができている。
また、アプリ内の掲示板機能を活用し、会員同士の交流も図ることができている。
　携帯が使えない方については、紙での情報共有も対応している。
　







①　申請書の提出　※見積書を添付
②　交付決定日以降に、事業の着手（システム提供業者との契約、費用の支払い）
③　補助金実績報告書の提出（３月末まで）
④　市から補助金が振り込まれたことを通帳で確認
ＩＣＴとは
補助対象となる経費
手続きの流れ
他市町村の事例
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